
 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハ 通所介護 通所リハ 短期生活 福祉用具 

基本方

針 

第四条 指定居宅サービ

スに該当する訪問介護の

事業は、要介護状態とな

った場合においても、そ

の利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有

する能力に応じ自立した

日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排せつ、

食事の介護その他の生活

全般にわたる援助を行う

ものでなければならな

い。 
 

第四十四条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問入浴

介護の事業は、要介護状

態となった場合において

も、その利用者が可能な限

りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができ

るよう、居宅における入浴

の援助を行うことによって、

利用者の身体の清潔の保

持、心身機能の維持等を

図るものでなければならな

い。 

第五十九条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問看護

の事業は、要介護状態とな

った場合においても、その

利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、そ

の療養生活を支援し、心身

の機能の維持回復を目指

すものでなければならな

い。 

第七十五条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問リハ

ビリテーションの事業は、要

介護状態となった場合にお

いても、その利用者が可能

な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことが

できるよう、利用者の居宅

において、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維

持回復を図るものでなけれ

ばならない。 

第九十二条 指定居宅サ

ービスに該当する通所介護

の事業は、要介護状態とな

った場合においても、その

利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、必

要な日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の

維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものでなけれ

ばならない 

第百十条 指定居宅サー

ビスに該当する通所リハビ

リテーションの事業は、要

介護状態となった場合にお

いても、その利用者が可能

な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことが

できるよう、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維

持回復を図るものでなけれ

ばならない。 

第百二十条 指定居宅サ

ービスに該当する短期入所

生活介護の事業は、要介

護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な

限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常

生活上の世話及び機能訓

練を行うことにより、利用者

の心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を

図るものでなければならな

い。 

第百九十三条 指定居宅

サービスに該当する福祉用

具貸与の事業は、要介護

状態となった場合において

も、その利用者が可能な限

りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができ

るよう、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえた適切な

福祉用具の選定の援助、

取付け、調整等を行い、福

祉用具を貸与することによ

り、利用者の日常生活上の

便宜を図り、その機能訓練

に資するとともに、利用者を

介護する者の負担の軽減

を図るものでなければなら

ない。 

心身の

状況等

の把握 

第十三条 指定訪問介護

事業者は、指定訪問介護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

第十三条 指定訪問入浴

介護事業者は、指定訪問

入浴介護の提供に当たっ

ては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催する

サービス担当者会議等を

通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

第十三条 指定訪問看護

事業者は、指定訪問看護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

第十三条 指定訪問リハビ

リテーション事業者は、指

定訪問リハビリテーションの

提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業

者が開催するサービス担当

者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努

めなければならない。 

第十三条 指定通所介護

事業者は、指定通所介護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

第十三条 指定通所リハビ

リテーション事業者は、指

定通所リハビリテーションの

提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業

者が開催するサービス担当

者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努

めなければならない。 

第十三条 指定短期入所

生活介護事業者は、指定

短期入所生活介護の提供

に当たっては、利用者に係

る居宅介護支援事業者が

開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めな

ければならない。 

第十三条 指定福祉用具

貸与事業者は、指定短期

入所生活介護の提供に当

たっては、利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催

するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の

状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

基本取

扱方針 

第二十二条 指定訪問介

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われな

ければならない。 

第四十九条 指定訪問入

浴介護は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、利用者

の状態に応じて、適切に行

われなければならない。 

第六十七条 指定訪問看

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、療養上の目

標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

第七十九条 指定訪問リハ

ビリテーションは、利用者の

要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、リハ

ビリテーションの目標を設

定し、計画的に行われなけ

ればならない。 

第九十七条 指定通所介

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われな

ければならない。 

第百十三条 指定通所リハ

ビリテーションは、利用者の

要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

第百二十八条 指定短期

入所生活介護事業者は、

利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資す

るよう、認知症の状況等利

用者の心身の状況を踏ま

えて、日常生活に必要な援

助を妥当適切に行わなけ

ればならない。 

第百九十八条 指定福祉

用具貸与は、利用者の要

介護状態の軽減又は悪化

の防止並びに利用者を介

護する者の負担の軽減に

資するよう、その目標を設

定し、計画的に行わなけれ

ばならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業

者は、常に、清潔かつ安全

で正常な機能を有する福

祉用具を貸与しなければな

らない。 

３ 指定福祉用具貸与事業

者は、自らその提供する指

定福祉用具貸与の質の評

価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 
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具体的

取扱方

針 

第二十三条 訪問介護員

等の行う指定訪問介護の

方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

一 指定訪問介護の提供

に当たっては、次条第一項

に規定する訪問介護計画

に基づき、利用者が日常生

活を営むのに必要な援助

を行う。 

二 指定訪問介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービ

スの提供方法等について、

理解しやすいように説明を

行う。 

三 指定訪問介護の提供

に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提

供を行う。 

四 常に利用者の心身の

状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、

利用者又はその家族に対

し、適切な相談及び助言を

行う。 

第五十条 訪問入浴介護

従業者の行う指定訪問入

浴介護の方針は、次に掲

げるところによるものとす

る。 

一 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、常に利

用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえ、必要なサービ

スを適切に提供する。 

二 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サ

ービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように

説明を行う。 

三 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービス

の提供を行う。 

四 指定訪問入浴介護の

提供は、一回の訪問につ

き、看護職員一人及び介

護職員二人をもって行うも

のとし、これらの者のうち一

人を当該サービスの提供の

責任者とする。ただし、利

用者の身体の状況が安定

していること等から、入浴に

より利用者の身体の状況等

に支障を生ずるおそれがな

いと認められる場合におい

ては、主治の医師の意見を

確認した上で、看護職員に

代えて介護職員を充てるこ

とができる。 

五 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、サービ

スの提供に用いる設備、器

具その他の用品の使用に

際して安全及び清潔の保

持に留意し、特に利用者の

身体に接触する設備、器具

その他の用品については、

サービスの提供ごとに消毒

したものを使用する。 

(緊急時等の対応) 

第五十一条 訪問入浴介

護従業者は、現に指定訪

問入浴介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状

第六十八条 看護師等の

行う指定訪問看護の方針

は、次に掲げるところによる

ものとする。 

一 指定訪問看護の提供

に当たっては、主治の医師

との密接な連携及び第七

十条第一項に規定する訪

問看護計画書に基づき、利

用者の心身の機能の維持

回復を図るよう妥当適切に

行う。 

二 指定訪問看護の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、療養上

必要な事項について、理解

しやすいように指導又は説

明を行う。 

三 指定訪問看護の提供

に当たっては、医学の進歩

に対応し、適切な看護技術

をもって、これを行う。 

四 指定訪問看護の提供

に当たっては、常に利用者

の病状、心身の状況及び

その置かれている環境の的

確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切

な指導を行う。 

五 特殊な看護等について

は、これを行ってはならな

い。 

(主治の医師との関係) 

第六十九条 指定訪問看

護事業所の管理者は、主

治の医師の指示に基づき

適切な指定訪問看護が行

われるよう必要な管理をし

なければならない。 

２  指定訪問看護事業者

は、指定訪問看護の提供

の開始に際し、主治の医師

による指示を文書で受けな

ければならない。 

３  指定訪問看護事業者

は、主治の医師に次条第

一項に規定する訪問看護

計画書及び訪問看護報告

書を提出し、指定訪問看護

の提供に当たって主治の

医師との密接な連携を図ら

なければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業

第八十条 指定訪問リハビ

リテーションの提供は理学

療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし、

その方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定訪問リハビリテー

ションの提供に当たって

は、医師の指示及び次条

第一項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身機能の維

持回復を図り、日常生活の

自立に資するよう、妥当適

切に行う。 

二 指定訪問リハビリテー

ションの提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家

族に対し、リハビリテーショ

ンの観点から療養上必要と

される事項について、理解

しやすいように指導又は説

明を行う。 

三 常に利用者の病状、心

身の状況、希望及びその

置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者に対

し、適切なサービスを提供

する。 

四 それぞれの利用者につ

いて、次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション

計画に従ったサービスの実

施状況及びその評価につ

いて、速やかに診療記録を

作成するとともに、医師に

報告する。 

第九十八条 指定通所介

護の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定通所介護の提供

に当たっては、次条第一項

に規定する通所介護計画

に基づき、利用者の機能訓

練及びその者が日常生活

を営むことができるよう必要

な援助を行う。 

二 通所介護従業者は、指

定通所介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解し

やすいように説明を行う。 

三 指定通所介護の提供

に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提

供を行う。 

四 指定通所介護は、常に

利用者の心身の状況を的

確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練

その他必要なサービスを利

用者の希望に添って適切

に提供する。特に、認知症

である要介護者に対して

は、必要に応じ、その特性

に対応したサービスの提供

ができる体制を整える。 

第百十四条 指定通所リハ

ビリテーションの方針は、次

に掲げるところによるものと

する。 

一 指定通所リハビリテー

ションの提供に当たって

は、医師の指示及び次条

第一項に規定する通所リハ

ビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身の機能の

維持回復を図り、日常生活

の自立に資するよう、妥当

適切に行う。 

二 通所リハビリテーション

従業者は、指定通所リハビ

リテーションの提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、リハビリテーシ

ョンの観点から療養上必要

とされる事項について、理

解しやすいように指導又は

説明を行う。 

三 指定通所リハビリテー

ションの提供に当たって

は、常に利用者の病状、心

身の状況及びその置かれ

ている環境の的確な把握

に努め、利用者に対し適切

なサービスを提供する。特

に、認知症である要介護者

に対しては、必要に応じ、

その特性に対応したサービ

ス提供ができる体制を整え

る。 

 

 

 

(介護) 

第百三十条 介護は、利用

者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって行われ

なければならない。 

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、一週間に二回

以上、適切な方法により、

利用者を入浴させ、又は清

しきしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護

事業者は、利用者の心身

の状況に応じ、適切な方法

により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなけ

ればならない。 

４ 指定短期入所生活介護

事業者は、おむつを使用

せざるを得ない利用者のお

むつを適切に取り替えなけ

ればならない。 

５ 指定短期入所生活介護

事業者は、前各項に定める

ほか、利用者に対し、離

床、着替え、整容その他日

常生活上の世話を適切に

行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護

事業者は、常時一人以上

の介護職員を介護に従事

させなければならない。 

７ 指定短期入所生活介護

事業者は、その利用者に

対して、利用者の負担によ

り、当該指定短期入所生活

介護事業所の従業者以外

の者による介護を受けさせ

てはならない。 

 (食事) 

第百三十一条 指定短期

入所生活介護事業者は、

栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜し好を考慮し

た食事を、適切な時間に提

供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、利用者が可能

な限り離床して、食堂で食

事を摂ることを支援しなけ

ればならない。 

 (機能訓練) 

第百三十二条 指定短期

第百九十九条 福祉用具

専門相談員の行う指定福

祉用具貸与の方針は、次

に掲げるところによるものと

する。 

一 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、次条第

一項に規定する福祉用具

貸与計画に基づき、福祉用

具が適切に選定され、か

つ、使用されるよう、専門的

知識に基づき相談に応じる

とともに、目録等の文書を

示して福祉用具の機能、使

用方法、利用料等に関する

情報を提供し、個別の福祉

用具の貸与に係る同意を

得るものとする。 

二 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、貸与す

る福祉用具の機能、安全

性、衛生状態等に関し、点

検を行う。 

三 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、利用者

の身体の状況等に応じて

福祉用具の調整を行うとと

もに、当該福祉用具の使用

方法、使用上の留意事項、

故障時の対応等を記載し

た文書を利用者に交付し、

十分な説明を行った上で、

必要に応じて利用者に実

際に当該福祉用具を使用

させながら使用方法の指導

を行う。 

四 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、利用者

等からの要請等に応じて、

貸与した福祉用具の使用

状況を確認し、必要な場合

は、使用方法の指導、修理

等を行う。 

五 居宅サービス計画に指

定福祉用具貸与が位置づ

けられる場合には、当該計

画に指定福祉用具貸与が

必要な理由が記載されると

ともに、当該利用者に係る

介護支援専門員により、必

要に応じて随時その必要

性が検討された上で、継続

が必要な場合にはその理

由が居宅サービス計画に



の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに

主治の医師又はあらかじめ

当該指定訪問入浴介護事

業者が定めた協力医療機

関への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければなら

ない。 

所が指定訪問看護を担当

する医療機関である場合に

あっては、前二項の規定に

かかわらず、第二項の主治

の医師の文書による指示並

びに前項の訪問看護計画

書及び訪問看護報告書の

提出は、診療録その他の

診療に関する記録への記

載をもって代えることができ

る。 

入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況等を

踏まえ、必要に応じて日常

生活を送る上で必要な生

活機能の改善又は維持の

ための機能訓練を行わなけ

ればならない。 

(健康管理) 

第百三十三条 指定短期

入所生活介護事業所の医

師及び看護職員は、常に

利用者の健康の状況に注

意するとともに、健康保持 

のための適切な措置をとら

なければならない。 (相談

及び援助) 

第百三十四条 指定短期

入所生活介護事業者は、

常に利用者の心身の状

況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利

用者又はその家族に対し、

その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他

の援助を行わなければなら

ない。 

(その他のサービスの提供) 

第百三十五条 指定短期

入所生活介護事業者は、

教養娯楽設備等を備える

ほか、適宜利用者のための

レクリエーション行事を行わ

なければならない。 

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、常に利用者の

家族との連携を図るよう努

めなければならない。 

記載されるように必要な措

置を講じるものとする。 

介護計

画の作

成 

第二十四条 サービス提供

責任者は、利用者の日常

生活全般の状況及び希望

を踏まえて、指定訪問介護

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した訪問

介護計画を作成しなければ

ならない。 

２ 訪問介護計画は、既に

居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなけ

ればならない。 

３  サービス提供責任者

は、訪問介護計画の作成

に当たっては、その内容に

 第七十条 看護師等(准看

護師を除く。以下この条に

おいて同じ。)は、利用者の

希望、主治の医師の指示

及び心身の状況等を踏ま

えて、療養上の目標、当該

目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を

記載した訪問看護計画書

を作成しなければならな

い。 

２ 看護師等は、既に居宅

サービス計画等が作成され

ている場合は、当該計画の

内容に沿って訪問看護計

画書を作成しなければなら

ない。 

第八十一条 医師及び理

学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士は、当該医

師の診療に基づき、利用者

の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえて、当該サービ

スの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した訪問

リハビリテーション計画を作

成しなければならない。 

２ 訪問リハビリテーション

計画は、既に居宅サービス

計画が作成されている場合

は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

第九十九条 指定通所介

護事業所の管理者は、利

用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所

介護計画を作成しなければ

ならない。 

２ 通所介護計画は、既に

居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

い。 

３ 指定通所介護事業所の

第百十五条 医師及び理

学療法士、作業療法士そ

の他専ら指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる

通所リハビリテーション従業

者(以下「医師等の従業者」

という。)は、診療又は運動

機能検査、作業能力検査

等を基に、共同して、利用

者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を

踏まえて、リハビリテーショ

ンの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所

リハビリテーション計画を作

成しなければならない。 

第百二十九条 指定短期

入所生活介護事業所の管

理者は、相当期間以上に

わたり継続して入所すること

が予定される利用者につい

ては、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定

短期入所生活介護の提供

の開始前から終了後に至る

までの利用者が利用するサ

ービスの継続性に配慮し

て、他の短期入所生活介

護従業者と協議の上、サー

ビスの目標、当該目標を達

成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した

第百九十九条の二 福祉

用具専門相談員は、利用

者の希望、心身の状況及

びその置かれている環境を

踏まえ、指定福祉用具貸与

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した福祉

用具貸与計画を作成しな

ければならない。この場合

において、指定特定福祉

用具販売の利用があるとき

は、第二百十四条の二第

一項に規定する特定福祉

用具販売計画と一体のもの

として作成されなければな

らない。 



 

ついて利用者又はその家

族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならな

い。 

４  サービス提供責任者

は、訪問介護計画を作成し

た際には、当該訪問介護

計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

５  サービス提供責任者

は、訪問介護計画の作成

後、当該訪問介護計画の

実施状況の把握を行い、必

要に応じて当該訪問介護

計画の変更を行うものとす

る。 

６ 第一項から第四項まで

の規定は、前項に規定する

訪問介護計画の変更につ

いて準用する。 

３ 看護師等は、訪問看護

計画書の作成に当たって

は、その主要な事項につい

て利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護

計画書を作成した際には、

当該訪問看護計画書を利

用者に交付しなければなら

ない。 

５ 看護師等は、訪問日、

提供した看護内容等を記

載した訪問看護報告書を

作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の

管理者は、訪問看護計画

書及び訪問看護報告書の

作成に関し、必要な指導及

び管理を行わなければなら

ない。 

７ 前条第四項の規定は、

訪問看護計画書及び訪問

看護報告書の作成につい

て準用する。 

 

い。 

３ 医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴

覚士は、訪問リハビリテー

ション計画の作成に当たっ

ては、その内容について利

用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴

覚士は、訪問リハビリテー

ション計画を作成した際に

は、当該訪問リハビリテー

ション計画を利用者に交付

しなければならない。 

管理者は、通所介護計画

の作成に当たっては、その

内容について利用者又は

その家族に対して説明し、

利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

４ 指定通所介護事業所の

管理者は、通所介護計画

を作成した際には、当該通

所介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、そ

れぞれの利用者について、

通所介護計画に従ったサ

ービスの実施状況及び目

標の達成状況の記録を行

う。 

 

２ 通所リハビリテーション

計画は、既に居宅サービス

計画が作成されている場合

は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

い。 

３ 医師等の従業者は、通

所リハビリテーション計画の

作成に当たっては、その内

容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利

用者の同意を得なければ

ならない。 

４ 医師等の従業者は、通

所リハビリテーション計画を

作成した際には、当該通所

リハビリテーション計画を利

用者に交付しなければなら

ない。 

５ 通所リハビリテーション

従業者は、それぞれの利用

者について、通所リハビリテ

ーション計画に従ったサー

ビスの実施状況及びその

評価を診療記録に記載す

る。 

 

 

 

短期入所生活介護計画を

作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画

は、既に居宅サービス計画

が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護

事業所の管理者は、短期

入所生活介護計画の作成

に当たっては、その内容に

ついて利用者又はその家

族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならな

い。 

４ 指定短期入所生活介護

事業所の管理者は、短期

入所生活介護計画を作成

した際には、当該短期入所

生活介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

 

２ 福祉用具貸与計画は、

既に居宅サービス計画が

作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内

容に沿って作成しなければ

ならない。 

３  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画の

作成に当たっては、その内

容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利

用者の同意を得なければ

ならない。 

４  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画を

作成した際には、当該福祉

用具貸与計画を利用者に

交付しなければならない。 

５  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画の

作成後、当該福祉用具貸

与計画の実施状況の把握

を行い、必要に応じて当該

福祉用具貸与計画の変更

を行うものとする。 

６ 第一項から第四項まで

の規定は、前項に規定する

福祉用具貸与計画の変更

について準用する。 

 


